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尾道地区都市再生整備計画 ○

平成29年度　～　令和4年度　（6年間） 広島県尾道市

・展望施設リニューアルや周辺整備、ならびに夜間景観整備により市街地への入込観光客数の増加を図る。(増加21.1万人：365万人/年⇒386.1万人/年)
・尾道特有の景観と歴史的風致を活かした街なみ（平野部と斜面地）を回遊する観光客数の増加を図る(ロープウェイ利用者数増5.1万人：41.5万人/年→46.6万人/年)
・公共交通機関からの来訪者の回遊性の向上を図り、国内外からの交流人口の拡大と地域活性化を図る。(レンタサイクル利用者増3.1万人：6.8万人→9.9万人)

（R4末）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H29 H30 R1 R2 R3 R4 策定状況

A-1 都市再生 一般 広島県 直接 尾道地区都市再生整備計画事業 尾道市 1,766.6

合計 1,766.6

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 R4 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業(該当なし)

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 R4
合計 0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業 該当なし

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 R4

合計

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
費用便益比

（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

全体事業費
（百万円）

尾道市 千光寺公園頂上リニューアル・0.05ha　等

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

（事業箇所）

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,766.6 百万円 Ａ 1,766.6 百万円 Ｂ

（H28当初）
入込観光客数

365万人/年 386.1万人/年
尾道市年間入込観光客数の把握(万人/年)

ロープウェイ利用客数
41.5万人/年 46.6万人/年

市街地からロープウェイを利用し千光寺公園を訪れる人数の比較(万人/年)

レンタサイクル利用客数
6.8万人/年 9.9万人/年

レンタサイクル利用者数の比較(万人/年)

さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特徴を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する。
・景観と歴史的風致を活用したと都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る。
・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（参考様式２）社会資本総合整備計画
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標



交付金の執行状況

（単位：百万円）

※ 平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

57.0% 19.0% 0.0% 3.3% 0.0%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合
その理由

急な諸条件に
より不測の日
数を要したた
め。

急な諸条件に
より不測の日
数を要したた
め。

0

うち未契約繰越額
（g）

57.7 23.0 0 0 0

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 3.3

24.8

支払済額
（e）

43.6 72.2 194.3 60.1 257.1

翌年度繰越額
（f）

57.7 49.1 0 37.8

37.8

交付額
（c=a+b）

101.3 63.6 145.2 101.2 244.1

前年度からの繰越額
（d）

57.7 49.1

配分額
（a）

101.3 63.6 145.2 101.2 244.1

計画別流用
増△減額
（b）

R3H29 H30 R1 R2

24.8

R4

148.1

148.1



（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 尾道地区都市再生整備計画

計画の期間 平成29年度　～　令和4年度　（6年間） 広島県、尾道市交付対象

歴史的風致維持向上計画 重点区域

都市再生整備計画区域

滞在快適性等向上区域

A-1 滞在快適性等向上区域

A-1 尾道地区都市再生整備計画区域



様式（１）-①

都市再生整備計画

尾道
お の み ち

地区
ち く

都市再生整備計画（第１０回変更）

広島県　尾道市
ひ ろ し ま け ん お の み ち し

令和５年３月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 165 ha

平成 29 年度　～ 令和 4 年度 平成 29 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

万人/年 H28 R4

万人/年 H28 R4

万人/年 H28 R4

都道府県名 広島県 尾道市 尾道地区都市再生整備計画（都市再生整備事業）

計画期間 交付期間 4

さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特徴を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する。
・景観と歴史的風致を活用したと都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る。
・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生

　本市の中心部である旧市街地は空洞化が進み、観光都市としての魅力も低下してきている。一方で、斜面地を代表とする古い街なみなど歴史的資源も多数残されている事から、本市は、全市域を景観計画区域とし、旧市街地部は重点地区ならびに景観地区、さらに
は歴史的風致維持向上計画を定め（平成24年6月認定）、歴史的風致と景観を観光に結びつける総合的な取り組みを進めている。平成27年度及び28年度には連続して日本遺産にも認定されるなど、歴史的風致と景観を活かした観光都市の魅力向上を目指している。
　また、近年では瀬戸内しまなみ海道開通により、国内外からサイクリング等の来訪者が増加しており、JR尾道駅については民間主体の改築が始まるなど、公共・公益サービス機能の充実を図るとともに交流の場を設けることで旧市街地の賑わい再生と来訪者の回遊
性向上を目指している。
　千光寺公園は本市最大の観光名所であり、桜100選、夜間景観100選にも選ばれている。その展望台から見る瀬戸内海、尾道水道、町並みを含めた眺望景観は、市民や国内外からの多くの観光客を癒し感動を与えている。しかしながら、この展望台は老朽化が進ん
でいる事から、これらを含めた頂上エリアをリニューアルし、一層のイメージアップ、バリアフリー化を進め利用促進に繋げるものである。

・平地部の入り組んだ路地や小路などの観光が多い中で、本来の尾道の魅力である斜面地を含んだ歴史的風致と箱庭的都市を頂上から感じてもらう必要があるため、千光寺公園エリアの整備を行うことで景観資源を活かしたまちづくりが望まれる。
・サイクリング目的の来訪者については公共交通機関（JR等）を利用した「get off & ride on」来訪が増加してきており、来訪者の利便性向上を図る必要がある。
・歩行者だけでなくサイクリストも旧市街地を回遊してもらうための工夫として、道路美装化による路面の安全性の向上と回遊性の向上に一層推進する必要がある。
・市街地に接続する道路の拡幅により観光客や地区内交通の円滑な誘導を図る必要がある。

　年間を通じて安定した観光資源を確保するため、公園エリアに置いて四季折々の華やかな色彩が楽しめる緑化を行い、展望台と一体となった賑わい創出の場所として定着させる。
　公園の一部である南斜面では夜間景観整備を進めることで、尾道固有の景観資源を拡大し、国際的にもその価値が認められる観光地としてのさらなる飛躍を目指す。
　本市の玄関口として、駅前の公園に交流機能を持たせる整備を行うことにより、来訪者の回遊の起点しての機能強化と利便性の強化を図る。
　市街地に接続する道路の拡幅により、観光客や地区内交通の円滑な誘導を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

ロープウェイ利用客数 市街地からロープウェイを利用し千光寺公園を訪れる人数の比較

市街地の平野部と斜面地を回遊する観光客数の増加を図る。

41.5万人/年 46.6万人/年

入込観光客数 尾道市年間入込観光客数の把握

公共交通の利用と連携した市街地の賑わいの再生、歴史的資源を活用
した魅力の向上。 365万人/年 386.1万人/年

レンタサイクル利用客数 レンタサイクル利用者数の比較

公共交通機関への施設併設により利便性の向上を図り、国内外からの
交流人口の拡大と地域活性化を図る。 6.8万人/年 9.9万人/年



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【景観と歴史的風致を活用したと都市の活性化と市街地の賑わいの再生】
・尾道を代表とする千光寺公園は、尾道観光のシンボルであり、展望台からの尾道水道や日本遺産に認定された「中世からの箱庭的都市」の景観は、国
内外の多くの観光客の心を魅了するとともに、市民にも愛され親しまれている。千光寺公園展望台は築60年となり、老朽化や移動回遊のバリアフリー化
など利便性、快適性の向上が求められており、この展望台を含めた頂上エリア一帯を景観に調和し、かつ斬新なユニバーサルデザインによるリニューア
ル整備をする。この整備とともに歴史的風致を活用した夜間景観整備やロープウエイとも連動した周遊を図り、市街地の観光周遊ルートの確立による観
光客の滞在時間延長、インバウンドも視野に入れた国内外からの交流人口の拡大や市街地の賑わいの創出を図る。
・市街地に存在する歴史的建造物を整備・利用することで市街地への回遊目標の一つとする事が出来る。

【基幹事業】（地域生活基盤施設　広場）千光寺公園頂上リニューアル事業
【基幹事業】（地域生活基盤施設　緑地）千光寺公園内緑地整備事業
【基幹事業】（地域生活基盤施設　広場）千光寺公園視点場整備事業
【基幹事業】（高質空間形成施設　緑化施設等）夜間景観整備事業
【提案事業】都市再生整備計画事後評価業務
【基幹事業】（既存建造物活用事業　高質空間形成施設）歴史的形成建造物整備事業
【基幹事業】（既存建造物活用事業　高質空間形成施設）憩いの広場整備事業

【公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生】
・平成29年度からJR西日本が「美しい日本をホテルが走る」をコンセプトに「TWILIGHT　EXPRESS　瑞風」を運行し、ここ尾道にも停車することなった。平
成30年度完成予定のJR山陽本線尾道駅の新駅舎は、瀬戸内エリアの新拠点として、また尾道らしい趣きや風情を取り入れた景観にも配慮されたデザイ
ンコンセプトをもつ他には類を見ない駅舎と相まって来訪者数の増加を見込んでいる。近年では「サイクリストの聖地」とも称される「世界有数のサイクリン
グコース・しまなみ海道」の本州側の出発点として、新しいまちづくりを進める中、道路美装化により尾道駅から市街地への回遊を促し、国内外からの交
流人口の拡大、地域活性化を図る。また、本市の玄関口として、駅前の公園に交流機能を持たせる整備を行うことにより、来訪者の回遊の起点しての機
能強化と利便性の強化を図る。

【基幹事業】（高質空間形成施設　緑化支援施設）道路美装化事業
【基幹事業】（地域生活基盤施設　広場）尾道駅前しまなみサクラ公園利活用事業
【基幹事業】（道路）久保長江線整備事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 （街路） 尾道市 直 284m R1 R6 R1 R4 520.2 438.2 438.2 438.2 －

道路

道路

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 尾道市 直 0.05ｈａ H30 R3 H30 R3 421.1 421.1 421.1 421.1 －

地域生活基盤施設 尾道市 直 0.16ｈａ H29 H30 H29 H30 104.3 104.3 104.3 104.3 －

地域生活基盤施設 尾道市 直 0.02ｈａ H30 R3 H30 R3 196.1 196.1 196.1 196.1 －

地域生活基盤施設 尾道市 直 0.11ｈａ R2 R5 R3 R4 90.1 3.2 3.2 3.2 －

高質空間形成施設 尾道市 直 3箇所 H29 H30 H29 H30 113.0 113.0 113.0 113.0 －

高質空間形成施設 尾道市 直 260ｍ H29 H29 H29 H29 59.0 59.0 59.0 59.0 －

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業（高次都市施設） 尾道市 直 697㎡ H30 R4 H30 R4 285.2 285.2 285.2 285.2 －

既存建造物活用事業（高次都市施設） 尾道市 直 88㎡ H30 R4 H30 R4 35.3 35.3 35.3 35.3 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,824.3 1,655.4 1,655.4 0.0 1,655.4 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

尾道市 直 １式 R4 R4 R4 R4 3.3 3.3 3.3 3.3

合計 3.3 3.3 3.3 0 3.3 …B

合計(A+B) 1,658.7
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

まちづくり活
動推進事業

事業活用
調査

都市再生整備計画事後評価業務

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体

歴史的形成建造物整備事業
（地域交流センター）

歴史的形成建造物整備事業
（観光交流センター）

千光寺公園内緑地整備事業

千光寺公園視点場整備事業

尾道駅前しまなみサクラ公園利活用事業

夜間景観整備事業

道路美装化事業

千光寺公園頂上リニューアル事業

交付期間内事業期間
細項目

都市計画道路久保長江線

0.45

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,658.7 交付限度額 746.4 国費率



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-３

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 尾道市 直 885.19㎡ R2 R4 R2 R4 107.9 107.9 107.9 107.9

高質空間形成施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

滞在環境整備事業

合計 107.9 107.9 107.9 0.0 107.9 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 …B

合計(A+B) 107.9
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

直／間 規模

0.5交付対象事業費 107.9 交付限度額 53.9 国費率

交付期間内事業期間
細項目

憩いの広場整備事業

（参考）事業期間

既存建造物活用事業

事業 事業箇所名 事業主体

事業 事業箇所名 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業主体

事業活用調
査

地域創造
支援事業

事業期間
全体事業費所管省庁名 規模

（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体

事業 事業箇所名
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費事業主体 所管省庁名 規模



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

尾道地区（広島県尾道市） 面積 165（165） ha 区域
尾道市尾崎本町、東久保町、西久保町、長江一丁目、久保一 ～三丁目、東土堂町、西土堂町、東
御所町、土堂一 ～二丁目、十四日元町の全部、三軒家町及び尾崎町の一部

歴史的風致維持向上計画 重点区域

尾道地区都市再生整備計画区域
165ha

尾道駅

千光寺公園

都市再整備計画区域

滞在快適性等向上区域

歴史的風致維持向上計画区域

（尾道・向島地区）

滞在快適性等向上区域

94ha

尾道市役所



入込観光客数 （万人／年） 365 （平成28年度） → 386.1 （令和4年度）

ロープウェイ利用客数 （万人／年） 41.5 （平成28年度） → 46.6 （令和4年度）

レンタサイクル利用客数 （万人／年） 6.8 （平成28年度） → 9.9 （令和4年度）

尾道地区（広島県尾道市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業）

目標

さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特性を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する

・景観と歴史的風致を活用した都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る

・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生。

代表的な

指標

■基幹事業
千光寺公園内緑地整備事業
（地域生活基盤施設）
■基幹事業（地域生活基盤施設）
千光寺公園頂上リニューアル事業

□提案事業（事業活用調査）
都市再生整備計画事後評価業務

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業（地域生活基盤施設）
千光寺公園内緑地整備事業

■基幹事業（高質空間形成施設）
道路美装化事業

尾道駅

尾道市役所

歴史的風致維持向上計画 重点区域

■基幹事業（既存建造物活用事業）
歴史的形成建造物整備事業

■基幹事業（高質空間形成施設）
夜間景観整備事業

■基幹事業（街路）
久保長江線整備事業

様式（１）-⑦-２

■基幹事業（地域生活基盤施設）
千光寺公園視点場整備事業

都市再生整備計画区域

■基幹事業（地域生活基盤施設）
尾道駅前しまなみサクラ公園利活用事業


整備方針概要図

		

				尾道地区（広島県尾道市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業） オノミチチクヒロシマケンオノミチシセイビホウシンガイヨウズ

				目標 モクヒョウ		さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特性を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する
・景観と歴史的風致を活用した都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る
・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生。		代表的な指標 ダイヒョウテキシヒョウ		入込観光客数 イリコミカンコウキャクスウ		（万人／年） マンニンネン		365		（平成28年度） ヘイセイネンド		→		386.1		（令和4年度） レイワネンド

										ロープウェイ利用客数 リヨウキャクスウ		（万人／年）		41.5		（平成28年度） ネンド		→		46.6		（令和4年度） レイワネンド

										レンタサイクル利用客数 リヨウキャクスウ		（万人／年）		6.8		（平成28年度） ネンド		→		9.9		（令和4年度） レイワネンド



【図面作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/10,000～1/25,000を基本とし、適宜調整すること。スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りすること。
・計画に位置付けられた事業について、その位置がわかるように旗揚げし、事業名等を明記すること。関連事業についても旗揚げし、関連事業であることがわかるように記載すること。各事業は以下のように標記すること。
■期間事業、　□提案事業、　○関連事業

・高速道、幹線道、鉄道等の都市の骨格を成す施設及び計画の内容に影響を与える主要な施設を明記すること。
・その他必要な事項を記載するときは、必ず凡例を記入すること。





入込観光客数 （万人／年） 365 （平成28年度） → 386.1 （令和4年度）

ロープウェイ利用客数 （万人／年） 41.5 （平成28年度） → 46.6 （令和4年度）

レンタサイクル利用客数 （万人／年） 6.8 （平成28年度） → 9.9 （令和4年度）

尾道地区（広島県尾道市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標

さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特性を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する

・景観と歴史的風致を活用した都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る

・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生。

代表的な

指標

■基幹事業
千光寺公園内緑地整備事業
（地域生活基盤施設）

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

尾道駅

尾道市役所

歴史的風致維持向上計画 重点区域

様式（１）-⑦-３

都市再生整備計画区域

滞在快適性等向上区域

■基幹事業（地域生活基盤施設）
憩いの広場整備事業


整備方針概要図

		

				尾道地区（広島県尾道市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業） オノミチチクヒロシマケンオノミチシセイビホウシンガイヨウズスイシンジギョウ

				目標 モクヒョウ		さまざまな時代性、地域性が混在する尾道の特性を活かしたまちづくりを、都市再生整備計画によって推進する
・景観と歴史的風致を活用した都市の活性化と市街地の賑わいの再生を図る
・公共交通機関と連携した魅力向上による市街地の賑わいの再生。		代表的な指標 ダイヒョウテキシヒョウ		入込観光客数 イリコミカンコウキャクスウ		（万人／年） マンニンネン		365		（平成28年度） ヘイセイネンド		→		386.1		（令和4年度） レイワネンド

										ロープウェイ利用客数 リヨウキャクスウ		（万人／年）		41.5		（平成28年度） ネンド		→		46.6		（令和4年度） レイワネンド

										レンタサイクル利用客数 リヨウキャクスウ		（万人／年）		6.8		（平成28年度） ネンド		→		9.9		（令和4年度） レイワネンド



【図面作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/10,000～1/25,000を基本とし、適宜調整すること。スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りすること。
・計画に位置付けられた事業について、その位置がわかるように旗揚げし、事業名等を明記すること。関連事業についても旗揚げし、関連事業であることがわかるように記載すること。各事業は以下のように標記すること。
■期間事業、　□提案事業、　○関連事業

・高速道、幹線道、鉄道等の都市の骨格を成す施設及び計画の内容に影響を与える主要な施設を明記すること。
・その他必要な事項を記載するときは、必ず凡例を記入すること。
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